
亀山市告示第１１８号 

亀山市公共下水道条例（平成１７年亀山市条例第１３１号）第８条第１項の規定によ

り、排水設備指定工事店を指定したので、同条例第１０条第３項の規定により、次のと

おり告示する。 

  令和６年６月２６日 

亀山市長 櫻 井 義 之    

 

  

指定番号 名称 代表者氏名 所在地 指定の有効期間 

第４７２

号 

鈴鹿建装 荻田 昇 鈴鹿市東磯山二丁目 

２６番３７号 

令和６年５月２９

日から令和８年９

月３０日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


